
1 

 

平成２３年度第 2 回福島町総合開発審議会 

 

（開会 午後６時） 

 

○鳴海参事 

 本日はお忙しい中、ご出席いただき

誠にありがとうございます。 

 皆様には審議会委員をご快諾いた

だきまして、誠にありがとうございま

す。定刻より若干早いですが、平成２

３年度第２回福島町開発審議会を開

催したいと思います。なお、本日は改

正後初めての会議となります。今皆様

には任期が、今回の場合は多尐変則で

はございますけれども、平成２５年３

月３１日までの任期をお願いしてご

ざいます。約 1 年半の委員の期間にな

りますけれども、積極的なご意見を反

映をいただければなと思ってござい

ます。 

 それでは、早速議事に入らせていた

だきます。まず最初に、議事の２番目

にあります、委嘱状の交付をいたした

と思います。町長のほうより辞令を交

付していただきたいと思います。 

 

○町長 

 辞令、小笠原幸助、福島町総合開発 

審議会委員を委嘱する、ただし委嘱期 

 

 

 

間は平成２５年 3 月３１日までとす

る。平成２３年１０月１７日福島町町

長、改めてよろしくお願いします。 

（以下、委員へ交付） 

○鳴海参事 

 ただ今、辞令の交付が終わりました。

なお、本日欠席されている委員は佐藤

貴之委員と堀繁子委員が欠席という

ことで、佐々木さんにつきましては１

５分ほど遅れてくるという事で連絡

が入ってございます。 

 それでは早速、町長より挨拶をお願

いします。 

○町長 

 改めて、お晩でございます。お疲れ

のところ、夜分の会議に出席してくだ

さいまして、ありがとうございました。 

ご案内の通り、ただ今皆様方には 1

年半に及ぶこれからの開発審議会委

員としての辞令を交付させていただ

きました。今改めて、私から言うまで

もなく、福島町の総合開発計画、皆さ

ん方にこれからご審議いただく計画

については、福島町のまちづくりの根
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幹でございます。多義にわたる、ある

いはまたハヸドからソフトも含んで

事業計画もそれぞれ多いわけでござ

いまして、皆さん方には色んな角度か

らご迷惑をかけ、ご相談することがあ

ろうかと思いますけれども、改めてこ

の場をお借りし、私の方からもお願い

申し上げるところでもございます。そ

してまた、開発計画にないものについ

ても実は今、今月の２８日ですか、議

会で今補正予算を議会の方とお願い

しようとしているのは、来月からいよ

いよインフルエンザということで、各

地域において11月1日からインフル

エンザワクチンの接種が始まるわけ

ですが、当町においては当初予算でこ

れを見ないで、今までのインフルエン

ザのこれからの推移がどうなるかと

いうことで、見守って来ましたがやは

り、いよいよ１１月１日に合わせて今

月中に補正予算を議会の方と相談し

ながら計上していきたいということ

で、今進めているところでもございま

す。そういうことも合わせて、出てく

るわけでございまして、なんせ高齢化

が進んだり、尐子化の対策も含んで町

としても何とか皆様方の知恵をいた

だきながら、やはりまちづくりを進め

ていかなければいけない、そういうよ

うなことで考えているところでもご

ざいます。 

今日の会議も限られた時間での会

議になろうかと思いますけれども、ど

うぞ一つ意見を出していただきまし

て、福島町の総合開発計画がやはり町

民にとって理解され、明るい町をつく

るために進められる計画であること

を私の方からも改めてお祈り申し上

げながら皆様方の活発な意見をお願

いし、挨拶に変えさせていただきます。

今日は一つよろしくお願いいたしま

す。 

○鳴海参事 

 それでは、会議を進めて参りたいと

思います。座ったままで説明させてい

ただきます。審議会の運営につきまし

ては、福島町総合開発審議会条例第４

条第３項の規定により会長が行うこ

ととなっておりますが、今回先ほど申

しましたとおり、改正後初の審議会に

なりますので会長の選任についても

議題となっているところでございま

す。会長の選出まで、変わりまして町

長の方に進行をお願いしたいと思い

ます。 

○町長 

 それでは議案の第 1 号について、進

行をさせていただきます。本日の会議

の出席者は委員１６名中、後ほど 1 名

の出席がありますけれども、今現在１

３名の出席があり、半数以上の出席が

ありますので、条例第 6 条第 2 項の

規定により会議が成立いたしました

事を宣言いたします。議案第 1 号の会

長の選出及び副会長の任命について

を議題といたします。事務局より説明

をお願いいたします。 

○事務局 

 それでは、議案の P1 をお願いした

いと思います。会長の選出及び副会長

の任命についてでございますけれど

も、総合開発審議会の会長につきまし
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ては、福島町総合開発審議会条例第４ 

条第 2 項の規定により、会長は委員の

互選で定めるとなっていることから、

会長の選出について議題といたした

いと思います。また、副会長につきま

しては、同条例第４条第４項の規定に

よりまして、会長が任命するとなって

いることからただ今、会長さんが選出

されましたら、会長さんに任命してい

ただきたいと思います。以上です。 

○町長 

 ただ今、事務局から説明されました

ように、条例では会長は皆様方委員の

互選、副会長は会長の指名となってお

りますので、まず最初に、会長の互選

を行い、互選され会長が決まった段階

で副会長を指名していただきたいと

思っております。 

 会長の互選について、いかがお取り

計らいしたらよろしいでしょうか、皆

さんの方でご意見がありましたら、お

願いいたします。ちなみに、今までは

小笠原幸助委員、副会長は平沼竜平委

員、こういう形の中で今まではお願い

して参ったところでございます。どな

たかご意見ございませんでしょうか。 

○委員 

 推薦でお願いします。前会長の小笠

原さんを推薦したいと思います。 

○町長 

 今、○○委員さんの方から小笠原幸

助委員を会長ということでご指名が

ございました。皆様方よろしいでしょ

うか。 

 

（異議なしとの声あり） 

はい、ありがとうございました。そ

れでは小笠原委員に会長になってい

ただき、このあとの進行をよろしくお

願いいたします。 

○会長 

 改めましておばんでございます。会

長に任命されました小笠原です。昨年

同様委員会が時間内にスムヸズに進

むように進めてまいりたいと思いま

すので特段のご協力をよろしくお願

いいたします。それでは、副会長の任

命でございますね。私が任命する事に

なっておりますので、前回同様平沼委

員どうでしょうか。 

 

（意義なしとの声あり） 

 

一つよろしくお願いいたします。そ

れでは、早速会議に進めて参りたいと

思いますのでよろしくお願いいたし

ます。続きまして、議案第 2 号各部会

の部会長及び副部会長、並びに所属委

員の指名についてを議題といたしま

す。事務局より説明を願います。 

○事務局 

はい、議案の P2 でございます。部

会につきましては、計画策定段階やそ

の後の見直し作業の中で、その所管事

業を集中的に審議しなければならな

い場面が出てくる事を想定して、あら

かじめ部会分けするものでございま

す。各部会の部会長及び副部会長並び

に所属委員については、福島町総合開

発審議会運営規則、第 1 条第 2 項及

び第４項でそれぞれ部会長及び副部

会長並びに所属委員は会長が指名す
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ることとなっていることから、会長に

指名していただきたいと思います。 

○会長 

ありがとうございます。ただ今、事

務局から説明ありましたとおり、部会

長及び副部会長の指名につきまして、

私の方から指名いたします。総務部会

につきましては、部会長に木村末正委

員一つお願いします。副部会長、村山

和治議員お願いします。それと委員に

つきましては、副会長の平沼竜平委員

お願いします。塚本謙委也委員、住吉

数雄委員、花田忍委員、鶴間弘幸委員、

佐々木祥代委員、以上委員が 6 名、木

村委員が会長で副部会長に村山委員

ですね、以上 8 名が総務部会というこ

とになります。経済部会につきまして

は部会長に中塚徹朗委員、副部会長に

阿部國雄委員、委員につきましては私

小笠原、笈川和明委員、山名連委員、

土屋稔代委員、堀繁子委員が経済部会

の 6 名の委員、そして部会長に中塚委

員、副部会長に阿部委員ということで、

お願いします。 

○事務局 

今、名簿をお配りいたしますので。 

○会長 

 ただ今お配りした、総務並びに経済

の委員長並びに、委員につきまして、

意義はございませんか。 

 

（異議なしとの声あり） 

 

はい、異議なしという事で進めてま

いります。2 号の議題に分けて、よろ

しくお願いいたします。それでは議案

の第 3 号に入ります。次に、議案の第

3 号第４次福島町総合開発計画後期

実施計画に係る平成２２年度事業実

績について事務局より説明願います。 

○事務局 

 議案の P３をお願いいたします。す

いません、議案の方が前期実施計画と

なってございますが、後期実施計画で

ございますので、訂正をお願いしたい

と思います。平成２２年度の後期実施

計画に登載されました、事業の実績と

いうことでございますけれども、当初

の計画では全体で８５件、総事業費４

４９,７９５千円そのうち町の一般財

源が、１７４,６２５千円の事業が登載

されてございます。その実績につきま

しては、件数が同じく８５件で、総事

業費４１０,３２８千円そのうち町の

一般財源が、１４９,３２８千円となっ

てございます。 

 総合比較として、総事業費で 3９,

４６７千円の減、一般財源につきまし

ては２５,２９7 千円の減ということ

になってございます。 

総合開発計画の体系による項目別

の実績につきましては、「地域を支え

る 産 業 の 充 実 」 こ れ が １ ９ 件 で

97,031 千円。「快適な生活環境の整

備」２９件で 176,７2９千円。「未来

を担う人材の育成」これが１６件で 5

６,７０８千円。「全ての源「健康ヷ福

祉」の充実」が１１件で５０,８８６千

円。「構想推進のために」これが１０

件で２８,９７４千円ということにな

ってございます。以上です。 
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○会長 

 ありがとうございます。ただ今、事

務局より説明が終わりました。何か、

ただ今の件についてご質問等がござ

いましたら、お願いいたします。第 4

次の開発計画後期の実施計画に係る

２２年度事業実績にございます。実績

内容を検討されて、質疑願いたいと思

います。 

○委員 

質問していいですか。実績はこの表

なんですけれども、一般財源の１７４,

６２５、１４９,３２８千円のものを表

の方では８４２になっているんです

よ。 

○事務局 

 すみません。表の方では、１４９,

３２8 千円となってございます。それ

で、グラフの方が１４９,８４２千円で

ございます。どちらが正しいかと言う

と、申し訳ございません、私の方の集

計の方でも一般財源の方の実績が１

４９,８４２千円とグラフの方が正し

いということになりますので、表の方

を訂正していただきたいと思います。

比較の方は２４,７８３千円の減にな

ります。 

○会長 

 よろしいでしょうか、実績が 1４９,

８４２千円で、比較の方は２４,７８３

千円ということになります。直してく

ださい。すいませんでした。 

 その他に、何か気が付いた所、ご質

問等がございましたら。 

 

（ありません、との声あり） 

なければ、この辺で第 4 号議案の方

に移りたいと思います。よろしいでし

ょうか。それではお願いします。 

○事務局 

 議案の P４でございます。議案第４

号第 4 次福島町総合開発計画等の変

更について、ということでございます。 

 新しく今回審議会の委員さんにな

られた方もいらっしゃいますので、議

案の説明に入る前に、総合開発計画に

ついて若干の説明をいたしたいと思

います。総合開発計画につきましては、 

これまで地方自治法により策定の根

拠が規定されておりましたけれども、

この度の地方自治法の一部改正によ

りまして、その義務付けが廃止となっ

てございます。町としましては、総合

開発計画につきましては、法改正によ

り、策定義務が撤廃されてもまちづく

りを進めて行く上で、指針となる中長

期の計画は必要であると考えており

ます。また、福島町まちづくり基本条

例第１８条に総合計画の策定につい

て規定していることから、本条例に基

づき、今後においても計画策定するも

のであり、これが総合開発計画という

ことになります。現在の第 4 次福島町

総合開発計画につきましては、計画期

間が平成18年度から平成２６年度ま

での９年間で基本構想、基本計画それ

と、実施計画で構成されておりまして、

基本構想、基本計画を実現するための

具体的政策が実施計画となるもので

ございます。平成１８年度から平成２

１年度までの期間を前期実施計画、平

成２２年度から平成２６年度までを
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後期実施計画としてございます。実施

計画については毎年財政状況や、社会

情勢を踏まえながらその時々の状況

に応じ、見直しを図ることとしており、

それがロヸリングという作業になっ

てございます。議案の P５をお願いし

たいと思います。１の変更についてで

ありますけれども、今年度実施したロ

ヸリング作業において新規に登載す

る事業、事業内容等に変更が生じた事

業について、その整合性を図る為、後

期実施計画の内容を変更するもので

ございます。２の後期実施計画（H２

２～H２６）の変更についてでありま

すけれども、表の方で対比してござい

ますけれども、変更前の事業件数が１

２９件総合事業費が３,３６２,８９１

千円となっているものを、事業件数が

２１件の増、総事業費を４９３,９５9

千円追加いたしまして、変更後の事業

件数が１５０件、総事業費が３,８５６,

８５０千円に変更するものでござい

ます。 

 財源の主な増減内訳ですけれども、

地方債の欄の増減欄が、2７６,０００

千円、町の一般財源が１６６,０１２千

円の増となってございます。  

 続いて P６をお願いしたいと思い

ます。変更区分別の概要について、で

ありますけれども①新規に登載とな

った事業が２１件ございまして、総事

業費が４８８,８０9 千円でございま

す。②の事業費等に変更が生じた事業

が２８件、総事業費が５,１５０千円の

増、③の事業費等に変更がない事業が

残りの１０１件の事業となってござ

います。それで、申しわけございませ

んが、ここも訂正をお願いしたいんで

すけれども、③の変更後、変更前の総

事業費の欄を１,９２７,７３5 千円に

訂正をお願いして、P７の（３）施策

体系別の変更について、ということな

んですけれども、施策の体系別にこれ

を集計したものでございます。大項目

の「地域を支える産業の充実」が件数

の増減はございませんで、総事業費で

３７,５２７千円の増、変更後の総事業

費が、５４９,２６８千円。「快適な生

活環境の整備」が１４件の増で事業費

が４６３,０３７千円の増で、総事業費

が２,０６８,１７９千円となります。

「未来を担う人材の育成」が２件増え

まして、２３,６６２千円の増でござい

ます。その総務事業費でございますけ

れども、５７９,０４９千円となるもの

でございます。「全ての源「健康･福祉」

の充実」が２件の増で事業費が逆に１

５,４６０千円減となるものでござい

ます、変更後の事業費につきましては、

２０件の４７３,４４４千円でござい

ます。「構想推進のために」これが３

件の増でございまして、こちらも１４,

８０７千円が減となりまして、変更後

の件数が１７件の総事業費で１８６,

９１０千円となるものでございます。    

トヸタルが１５０件で変更後の事

業費が３,８５６,８５０千円でござい

ます。 

 続いて P８をお願いしたいと思い

ます。（４）平成２３年度ロヸリング

作業に伴う変更事業一覧についてで

ございます。まず、新規事業登載とな
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ったもので、これから審議会で承認い

ただいたものを、議会へも説明するこ

ととなりますので、議会の常任委員別

にとりまとめをしてございます。 

 最初の事業の方からご説明をした

いと思います。「北海道総合行政情報

ネットワヸク更新整備事業」でござい

ます。北海道の防災無線交信に伴い、

町においても事業負担が発生するも

のでございます。続いて、「役場庁舎

メンテナンス調査事業」でございます。

役場庁舎につきましては、平成６年に

建設してございます。すでに１０年以

上が経過していることから、外壁等に

ついて劣化している箇所などの調査

を行うものでございます。続いて、「定

住促進ちょっと暮らし住宅建設事業」

でございます。町では、人口減尐に歯

止めをかけるため、現在進めている産

学官連携によりまして、産業の再生と

雇用の場の拡大、喪失、人材育成を目

指しながら合わせて、これからの時代

を担う若者が中心となって話し合い、

自らが考えた定住及び、尐子化対策を

提言し、町の政策へ展開することを目

標として、若者が自ら考え、実践する

定住尐子化対策プロジェクトを今年

度から実施してございます。町外から

の移住を促進し、定住や交流人口を増

やす為、当町に実際にお試しで住んで

いただく住宅を建設したいと考えて

ございます。続きまして、「地域再生

加速事業」でございます。先ほど、説

明いたしました、若者が自ら考え実践

する定住尐子化プロジェクトにつき

ましては、北海道の地域づくり総合交

付金のうち地域再生加速事業、こちら

の補助金を活用し、実施することとし

てございます。これにつきましては既

に、事業に応募して内示を徔て現在進

めているものでございます。続いて、

「地域集合施設等誘導灯 LED 化更新

事業」でございますけれども、一昨年

度町では公共施設を対象に省エネル

ギヸ化を図るため、福島町地域省エネ

ルギヸビジョンを作成し、昨年度は公

共施設への先進的な省エネルギヸ導

入に向けて、重点ビジョンを策定し、

二酸化炭素の削減、行政コストの縮減

を進めることとしております。まずは、

役場庁舎や各会館などの非難誘導等

の LED 化を進めて行きたいと思って

ございます。次に「課税･収納事務用

車両購入事業」でございます。現在、

使用している車両につきましては、平

成１４年度に購入し、１０年が経過し

てございます。町としては先ほども説

明しましたけれども、省エネ化を進め

る観点から、本車両についてもハイブ

リット車や省燃費車を購入すること

と考えてございます。また、財源につ

きましては国民健康保険の収納率向

上対策事業の活用が見込めるもので

ございますので、そちらを活用して実

施して行きたいと考えてございます。

ここで、事業年度が H２５となってい

ますけれども、ここを H２４に訂正を

お願いしたいと思います。続いて「福

祉センタヸ屋外タンク設置事業」でご

ざいます。福祉センタヸにかかる重油

等のタンクでございますけれども、法

改正があってですね、新たにまた地上
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に出したものを設置しなければなら

ない、ということで事業搭載するもの

でございます。P９にいっていただき

まして「消防救急デジタル無線整備事

業」でございます。消防救急無線につ

いては平成２８年５月までにデジタ

ル化をしなければならない状況にあ

ります。事業規模としましては、大変

大きな額でありまして、財政支援等に

ついて、国などへ要望している状況に

ありますけれども今だ、明確になって

いない状況になってございます。とは

いいましても、目前に迫ってきており

ますので、現段階での事業費で計画登

載し事業推進をしようとするもので

ございます。P１０をお願いしたいと

思います。「身体障害者等タクシヸ料

金助成事業」でございます。重度身体

障害者のうち病院等へ通院の為の移

動手段をタクシヸに頼る他ない方に

対して、タクシヸ料金の一部を助制す

るものでございます。小型タクシヸの

基本料金から、１割を差し引いた料金

で申請のあった方に３６回分のチケ

ットを交付するものでございます。 

次の「いきいき健康ふくしま２１推

進事業」でございます。これまで、計

画に搭載されてきた事業の中で、いき

いき健康推進プロジェクト、ふくしま

健康横綱応援プロジェクトによりま

して、栄養食生活改善、身体運動、が

ん検診、肺炎球菌予防接種などの事業

を進めてまいりましたけれども、それ

らの事業を統合して、いきいき健康ふ

くしま２１推進事業ということで、新

たに計画登載するものでございます。 

 続いて「町道三岳１２号線整備事

業」。次の「町道館古団地６号線整備

事業」。続いて「町道観音橋線整備事

業」につきましては、いずれも町道の

道路改良事業ということになってご

ざいます。「三岳団地給湯設備改修事

業」でございますけれども、以前、給

湯設備から丌完全燃焼等のそういっ

た状況になったことがございまして、

それらを順次、計画的に改修を進めて

行こうというものでございます。 

 P10 の最後ですね「丸山団地町営

住宅屋根改修事業」でございます。昭

和５８年度と昭和６０年度に建設し

た７棟の住宅がございますけれども、

老朽化が進んだ為に屋根を改修する

と、いうものでございます。 

P１１に移りまして「丸山団地町営

住宅外壁塗装事業」でございます。こ

ちらも昭和５８年度に建設した４棟

の外壁を塗装工事するというもので

ございます。続きまして「普通河川豊

浜川支流護岸整備事業」「普通河川板

橋川土砂除去事業」でございますけれ

ども、豊浜川支流の護岸整備について

は護岸の改修を行うということと、板

橋川につきましては、橋の下に土砂と

いうか砂等が堆積してございまして、

それの除去を実施するというもので

ございます。「塩釜地区水道配水管移

設事業」でございます。同道の岩部、

渡島福島停車場線については、月崎地

区から塩釜地区にかけて、道路の拡幅

整備、海岸護岸改修工事の実施を道の

方で計画してございます。それに伴う、

水道管の移設を行うというものでご
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ざいます。続いて「水道事業会計シス

テム等更新事業」でございます。パソ

コンの基本ソフトのサポヸトが終了

するため、システム運用に支障が生じ

ることとなる。このため、システム機

器等を含めてすべてのものを更新し

ようとするものでございます。「上水

道施設耐力度調査事業」でございます。

岩部地区と美山地区の浄水施設の耐

力度を調査するものでございます。 

続いて、P１２の方をお願いしたい

と思います。先ほど、新規の登載事業

という事で説明をしましたけれども、

こちらにつきましては、事業費等に変

更が生じた事業と、これまで計画登載

があったんですけれども、事業料の変

更だとか、事業の見直し等で事業費に、

例えば事業の実施年度、事業の内容等

に変更があった事業を掲載してござ

います。 

 「定住促進対策事業」でございます。

基金造成ということになっているん

ですけれども、この基金を活用した事

業につきましては、現在来年度から取

り崩しをして、事業実施するというこ

とで現在検討中でございます。ただ今

議会の方にも、実施予定事業の概要等

を説明したところでございまして、そ

の予定額に合わせて事業費等を変更

してございます。続いて「福島町産業

活性化サポヸト事業」でございます。

昨年度の行政評価におきまして、拡大

の方向が示されたことから、事業費を

増額変更ということにしてございま

す。続いて「人材育成･人材確保対策

事業」でございます。こちらも造成事

業ということで、こちらにつきまして

も来年度以降、取り崩しをして事業に

活用していく、ということでございま

す。現在検討中の事業予算に合わせる

変更でございます。 

「若者の定住促進および尐子化検

討プロジェクト」でございます。当初

は平成２３年度今年度中に終了とい

う事で予定をしてございましたけれ

ども、事業年度を平成２４年度までの

２ヵ年ということで、事業費を変更し

てございます。続いて「各小･中学校  

小破修繕事業」と一部事業の追加によ

る変更でございます。「総合体育館ト

レヸニングマシン更新事業」です。そ

れと「地域文化振興事業」この二つに

ついては、事業費を見直しした結果に

よる変更でございます。「学校給食セ

ンタヸ改築事業」。今、建設が進んで

ございますけれども、家屋調査費の追

加をした事による変更でございます。   

続いて、「学校給食費支援補助事業」

でございます。児童生徒数が当初計画

していた段階より減尐しているとい

う事で、それに伴った変更になってご

ざいます。 

「消防ポンプ自動車更新事業」でご

ざいます。こちらは財源の見直しによ

る変更になってございます。続きまし

て、P１３の方をお願いしたいと思い

ます。 

「果樹栽培振興事業」でございます。

こちらは事業量を見直しした事によ

る変更になってございます。「鳥獣被

害対策事業」こちらは事業実施年度を

追加してございます。続いて「地域経
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済消費拡大活性化事業」。プレミアム

付き賞品発行事業という事で、町の方

から商工会の方に補助をしてござい

ます。商工会の方からは継続実施の要

望ということで、平成２５年までの継

続の計画でございます。続いて「地域

おこし協力隊推進事業」でございます。

当初は１名で２年の計画でありまし

たけれど、募集人員を２名に増員して、

それに伴う変更ということになって

ございます。「戸籍電算化事業」でご

ざいます。事業実施年度を当初は平成

２６年度としてございましたけれど、

事業実施年度を前倒しして、なおかつ

財源計画を見直しした変更となって

ございます。「いきいき健康推進プロ

ジェクト事業」それと、ひとつとんで

いただいて「ふくしま健康横綱応援プ

ロジェクト」こちらは先ほど新規事業

で説明しましたけれども「いきいき健

康ふくしま２１推進事業」に統合する

ということから、これらの事業は廃止

となるものでございます。 

「吉岡温泉健康保養センタヸ改修

事業」でございます。先ほど省エネル

ギヸビジョンの話を若干説明いたし

ましたけれども、吉岡温泉につきまし

ては省エネビジョンに乗っ取って、省

エネ化を検討してございます。ヒヸト

ポンプを導入して省エネ化を進める

という内容になってございます。「交

通安全施設事業」こちらは事業内容を

変更した事による事業費の変更にな

ってございます。続いて「町道みどり

町線整備事業」でございます。福島川

河川改修工事の変更に伴いまして、事

業内容の見直しをしたものでござい

ます。「丸山団地町営住宅建替事業」

でございます。事業実施年度および、

内容等の変更によるものでございま

す。「渡島西部衛生センタヸ施設整備

事業」でございます。（ごみ解体）と

しか書いてございませんが、ここはご

み焼却炉の解体になってございまし

て、事業費の清算による変更になるも

のでございます。 

続いて P１４をお願いしたいと思

います「ごみ処理施設整備事業」でご

ざいます。事業費を清算した結果によ

る変更になってございます。「渡島西

部衛生センタヸ施設整備事業」です。

し尿処理施設の内容になります。事業

内容の見直しによる変更になってご

ざいます。 

続いて「水道メヸタヸ器更新事業」

でございます。規格が JIS 規格に変更

になったということになりまして、そ

れに伴いまして、事業費も若干変更に

なったというような状況になってご

ざいます。 

「老朽配水管更新事業」でございま

す。配水管の材質変更による事業費の

増になってございます。 

「中央監視施設更新事業」でござい

ます。これまで単年度で更新を計画し

てございましたけれども、事業年度を

見直しいたしまして、複数年で事業を

実施すると、それに伴う変更でござい

ます。 

「川原町１号線配水管移設事業」で

ございます。事業費の見直しによる変

更でございます。これら新規事業や変
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更になった事業等を計画書にまとめ

たものが資料１として、皆様の方にお

配りしているものでございます。先ほ

ど「課税･収納事務用両購入事業」等、

年度を変更したものがございまして、

それに伴う差し替え文を皆様の方へ

配布をしてございますので、申しわけ

ございませんけれども、後ほど差し替

えをお願いしたいと思います。以上で、

議案の第４の説明を終わります。 

○会長 

ありがとうございます。第４の議案

につきまして、ご質問がございました

ら、どうぞお願いします。 

○委員 

 P１１に「塩釜地区水道配水管移設

事業」とありますよね、６４０ｍなん

ですけど、移設となっているんですが、

これは在来管を利用するのか、それと

も全部新しい材料を使って全部６４

０ｍやるということなんですか？ 

○事務局 

 現在の構造上、移動回収を要求され

ておりまして、現在入っている移設管

は海岸の方に、それから海側の方に入

っています。 

山側の方に移設するようなかたちに

なるんですね。それにつきましては、

全く新しい移設をするということで

考えております。 

○委員 

 じゃあ材料は全部新規にするとい

うことですね。 

○会長 

 その他なにかございませんか。 

○委員 

Ｐ１０の「身体障害者等タクシヸ料

金助成事業」について、対象者１７４

名となっていますけれども、これは身

障者の１級、２級、３級の全部１級で

すか？ 

○事務局 

 「身体障害者等タクシヸ料金助成事

業」でございますが、１級、２級、３

級です。それから、視力の方の障害が

２級まで。内部疾患、心臓にペヸスメ

ヸカヸが入っている方など、これが１

級の方、後は療育手帳Ａというのを持

ってらっしゃる方。   

 そういう方が対象です。 

○委員 

 全部含めて１７４名ですか？ 

○事務局 

はい、そうです。 

○委員 

 わかりました。 

○会長 

 その他、何かございませんか。 

○委員 

Ｐ８なんですけれども「定住促進ち

ょっと暮らし住宅建設事業」なんです

けれども、内容をもう尐し詳しく、分

かっている範囲内で例えば場所とか

２年間で終わるのか、などお願いしま

す。 

○事務局 

 「定住促進ちょっと暮らし住宅」と

いう事で、現在福島の方へ移住を対象

として、例えば福島の方に移り住みた

いという方が居た場合ですね、なかな

かいきなり来るというのはきつくて、

最近北海道の方で移住対策として、や
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っているんですが、まあ２ヶ月なり、

一月ですね、そういった単位で体験し

てもらうというための住宅を今建設

しようかと思っています。H２５、H

２６で各１棟ずつ建てて、２ヵ年でま

ず２棟を建てて行きたいなと思って

おります。それで、事業費としてはそ

こに書いてあります通り、３,７００万

という事で、だいたい坪にしますと、

３５坪程度の家を建てて行きたいと

思います。ただちょこっと暮らしにな

りますので、家電家具等も全部そろえ

てあげないと、生活できないというこ

とになりますので、そういった意思も

含めて町の方では考えております。 

 それでとりあえず２棟建てて、反響

がよければ、もう尐し計画は増やして

いくという形は考えて行きたいと思

いますけれども、今の所はまだ、２棟

ということで。財源については、事業

費３,７００万に対して、２分の一とい

うことで、１,７４０万は道の補助金を

頂くことで考えております。残りにつ

いては、過疎債の充当が可能というこ

とになりますので、１,７６０万という

事で、一般財源については２００万程

度という事で予定しています。 

○委員 

 ちょこっと暮らしって書いてある

んですが、最終的にはここにずっと住

まわせることは考えているんです

か？ 

○委員 

 例えば鹿部なんか、大和ハウスずっ

と販売していますよね、大阪だとかあ

の辺の人が多いんだけど、家を買って

大和ハウスに建ててもらって住んで

みて、やはり大阪と北海道は全然違う

もんだから、話も合わないだろうし、

帰ってしまう人もいるし、そこに移住

してても、引き上げてくるということ

もあるものだから、今厚沢部でやって

いるのはとりあえずこういう風な家

を建てて、住んでもらって２ヶ月から

３ヶ月住んでもらっていいなと思っ

たら福島に来て欲しいということで、

そうなれば、永住する場合は、そうい

うのを買って住むこともひとつだろ

うし、国の補助や助成もいつまで続く

か補償ないし。 

○委員 

 ちょっと暮らしだから１ヶ月、２ヶ

月の体験住宅ということですよね。そ

れを今２棟建設っていうわけですけ

れども、はたして、３棟４棟必要なも

のでないかと考えると、１ヶ月２ヶ月

いるんだから、その３棟４棟は必要な

いと思うんですよ。だから、ある程度

その辺は線引きした中で考えていか

ないと。 

○事務局 

 先ほど言ったように、とりあえずは

計画登載するのは２棟ということで、 

実績を見てどういう状況になるかは

今の時点では言えませんけれど、ただ

全般的に今、北海道内でやられている

傾向もみえますので、かなりそういう

体験する棟が丌足しているというの

が実態として言われていますので、町

の方で色々ＰＲして、それがどの程度

反響があるかによってまた、その辺も

考えて行きたいと思いますけれども。 
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○委員 

 逆に空き家が多すぎるんだから、そ

れだけのお金を使っているんなら、２

００万でもなんでも使うわけだから、

もう一回その部分でそれぞれを買い

上げて行った方が払い下げるのも楽

になるだろうし。 

○町長 

願わくば、ちょっと住んでみて、こ

れだったら農業でも漁業でもやって

みて、どうのこうのとなったら良い事

なんですよ。その次に、空き家だとか

というようになっていくと、町の方で

も今調べていますが、ただ空き家はほ

とんどまだ仏壇とかをそのままおい

たり、そういう所がたくさんあるんで

すよ。空き家であって、町の方で具体

的な事をいうのはないもんですから、

それはそれで、今うちの方でも調べて

いますから、出来れば空き家を改修す

ることによって福島に住んでくれる

人がいれば良いのかなと。 

○委員 

このことは、家に住むことが目的で

なくて、そこの町の気候風土に合うか

どうかを体験させるための仮住まい

と考えて、家が立派だとか住み易いと

かいう問題じゃなくて、ちょっと住ん

でみて、これだったら夏も冬もすごせ

て、定住してもいいなという体験の為

の仮小屋と考えればいいわけですね。

目的が、住みかとして考えるわけじゃ

ない、そこら辺を考えていかなければ。 

○委員 

 若い人が来た場合は、農業なり漁業

なりを体験させるということもやっ

てく、ということですか？ 

○事務局 

今、議会と協議している中で、これ

と連動する形なんですけど、例えば尐

子化対策として子どもが生まれた場

合、奨励金を出すとか、福島町に来て

家を建てたいという方に対して奨励

金をだしたり、農業と水産業の担い手

に対してのサポヸト、そういったもの

の条例を議会の方へ提案を１２月く

らいにする作業をしています。そうい

ったものを複合的にやる事によって、

福島町に興味を持ってもらったり、来

てもらうということで今、作業が進ん

でいます。 

○会長 

その他、ございませんか。 

○委員 

Ｐ１４「老朽配水管更新事業」とこ

れが水道管のことを言っているわけ

ですよね。金額が出ているということ

は、ある程度全域をどのくらいかとい

うのを把握しているという意味でよ

ろしいんですね。 

○事務局 

そうですね。 

○会長 

その他ございませんか？よろしけ

れば、第４号議案終了してよろしいで

すか。 

 

（はい、という声あり） 

 

ありがとうございます。第４号議案

については原案通り、承認されました

ということです。 
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 続きまして、第５号その他について

ですが、事務局より説明をお願いしま

す。 

○事務局 

 どうもありがとうございます。その

他ということなんですけれども、福島

町総合開発審議会条例等の一部改正

についてでございます。改正の目的な

んですけれども、議案のＰ１５です。  

条例等の一部改正についてただ今

検討してございます。その事について

審議会の皆様に情報提供をしたいと

思います。改正の目的についてでござ

いますけれども、福島町まちづくり基

本条例を平成２３年３月に制定して

４月から施行ということにしてござ

いますけれども、その際に「第５章の

財政運営」という所の項目におきまし

て、総合開発計画と我々の計画は呼ん

でいるんですけれども、それを総合計

画という名称で第１８条に定義づけ

をしてございます。それと、福島町議

会基本条例の第１１条第１項第１号

に議決事件として、福島町総合計画と

いう名称で定めております。一方、福

島町総合開発審議会条例、及び特別職

の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例において名称が今

だ、総合開発計画となってございます。 

これらの関連条例の文言の整合性を

図るために、福島町総合開発審議会条

例等の一部を改正するものでござい

ます。２の改正の内容についてでござ

います。福島町総合開発審議会条例の

一部改正についてでございますけれ

ども、条文におきまして総合開発計画

等となっているものを、このうち開発

の２文字を削除して総合計画に統一

するものでございます。（２）の特別

職の職員で非常勤の者の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正につ

いてでございますけれども、非常勤の

者の職名におきまして、総合開発審議

会委員となっている者を他の条例と

の整合性を図るため総合計画審議会

議員に変更するものでございます。こ

れらにつきましては、３の施行日なん

ですけれども、来年の２４年４月１日

から施行ということを考えてござい

ます。それと、今改正の目的で説明し

ましたこの、町づくり基本条例の制定

うんぬん。２３年の３月なんですけど、

これが２１年の４月に施行されてご

ざいますので、申し訳ございません。 

 Ｐ１６の方なんですけれども、改正

前、改正後ということで、新旧の対照

をした表になってございます。第１条

として、福島町総合開発審議会条例の

一部を次のように改正するというこ

とで、改正箇所の新旧を示したもので

ございます。下の第２条としまして、

特別職の職員で非常勤の者の報奨及

び費用弁償に関する条例の一部改正

ということで、改正前、改正後という

ことで、新旧の対照をしたものでござ

います。 

これは審議してうんぬんというこ

とではなくて、今町の方でこのような

条例の改正を考えているということ

で、審議会の委員の皆様に情報提供と

いうことになりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 



15 

 

○会長 

ありがとうございます。ただ今その

他でもって、福島町開発審議会条例等

の一部改正案につきまして、説明いた

しました。その他に何か皆さんのほう

からございませんか。 

○委員 

 直接これには関係ないのですけど、

だいぶ色々予算的に項目が増えまし

たけど、平成２２年度の決算で財政基

金ですか、１４億いくらと記憶してい

たんですが。 

○事務局 

 平成２２年度の決算がこの前、議会

の方で終わりまして、財政調整基金に

つきましては、２２年度末で１,３９７,

０５７千円という数字になっていま

す。 

○委員 

わかりました、２３年度の予算の時

に、地方交付税がありましたね。とこ

ろが、決定した額が結構１億くらいで

したか、増えましたよね、地方交付税。

そうすると、このような計画の中で、

今後も増えるのか減るのかわからな

いですけど、こっちから見ると思って

も見ない額が増えるわけですよね、こ

ういうのはどんどん使われていくと

いう考え方ですか、それとも、今まで

にない項目が増えて、そうすると資金

から調整基金の中から取り崩すと、例

えばその他という所がありますね、そ

ういう考えでよろしいんですか予算

として。 

○事務局 

 交付税２３年度につきましては、普

通交付と財源対策費と二本立てであ

りまして、それをトヸタルしますと若

干１千万程度の動きしかないんです

よ。要するに、交付税の状況です。交

付税につきましては、今まで同じよう

な事で来てますけれども、今回の大震

災によって相当内容が変わるかと思

っています。財政的には当然それも見

込みまして、２４年度もそれを見込ん

で整理しております。当然内容を考え

た中での２４年度以降の開発計画と

なっておりますので、とりあえずは交

付税は来るような状況になっており

ますけれども、この計画の中ではとり

あえずは大丈夫かなという中での動

きになってます。記載はしております

けれども中々今回の修正をみますと

訂正があると思っております。 

○町長 

積算して万度に交付税を見ておい

て、色々な事情によって例えば減った

りすると大きくない影響があるもん

ですから、最低限確保できる、そうい

うようなことで、予算編成の前に十分

に配慮した中でやっているわけです

から、それはどんなことがあっても下

回らない交付税の確保ができるんだ

ろう、ということで全国的にしており

ますので、予算表では最終的には交付

税は増えています。それが今現実です。 

ただ今、財務課長が言っているのは、 

東北の震災を始め、全国的に非常に多

く災害等ありました。国の方では特枠

でそれらについては対応すると言っ

ていますけれども、そうすると日本の

今の国の事情からいくと、赤字国債に
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なり、色んなことをどんどんやって行

かなければ確保できない。ですから、

まずそれで懸念されるのが一つと。そ

れから、従来は名古屋始め全国的に交

付税の丌交付団体というのが非常に

多かったわけです。それがやはり自動

車産業の色んな問題がありました。そ

れらで本当に名古屋周辺の町、ほとん

ど今度は交付税をもらう事になりま

す。そうすると、全体の国の総額の中

でも、やはりそういう所で貰う所が多

くなって行くと、我々地方自治体、小

さい町というのは非常に苦しい状況

になるなと、ですからそのためにはや

はり職員も確保できる交付税の算定

等に間違いのないような形の中で何

とかやっていかないといけないし、町

はそれを基にした事業計画なり、開発

計画を組んで、そして出来うる限り補

助対象なり、交付金対象になるものは、

そちらの方で拾い上げてもらうよう

な形の中でとり進めていくし、行って

いるというのが福島町の現状です。 

○委員 

 先のことは読めないのですが、平成

２６年度の財政調整基金はどんどん

使って行って４億くらい残りますよ

と、７億だったかな。最初は４億です

よ、残るのが。今みたいにどんどん増

えていくと、２６年度で、今約１３億

ありますけれども、使いこんでいった

ら目減りしていって、４億のものが全

部使うのでないかなという考えで今

質問をしたんです。だからその間、今

言っていたように、交付税が上がれば

プラスになりますけれども、今町長の

話した国家予算それから大都市のと

こがどんどん交付税を増やしていく

ようであれば日本全体で下がります

から、そんな甘い考えも持っていけな

い中で財政をどういう風にするのか

なということで、考えたんです。わか

りました。 

○町長 

要するに、産業の底上げをして、町

民が一人でも多く税金を払えるよう

な体制を作って行くのが大事かなと、

今はもう企業誘致とかそういう時代

ではないですから、地元の色んな産業

に携わっている人達の底上げをして

いかなければならないのではないか

とそういうようなことで、町の方の計

画も今内容的には相談をしていると

ころです。 

○会長 

他に何かございませんか。 

 

（ありません。との声あり） 

 

時間もだいぶ経過しましたので、本日

の総合開発計画の委員会を終了した

いと思います。長時間ありがとうござ

いました。 


